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No. 意見内容（要旨） 対応方針 

1 「１．１．１位置づけ」において、「市街化調

整区域における地区計画の運用基準」を

実質的な重要な個別計画として項目出し

してはどうか。 

位置づけにおいて、地区計画の基準として記

載するとともに、第 7 章に運用基準に関する記

載を追加。（P1、95） 

2 「２．２将来像」の「守り」は文脈から「継承」

が適切ではないか。 

すでに議決を得た総合計画基本構想での位置

づけを都市マスでは継承するため、修正せず。

（P8） 

3 「４．１」のタイトルが「戦略」の定義となって

いるが、本文で定義されていない。戦略と

いう戦争用語の定義は難しいので、目指

す方向性や政策とする方が良いのでは。 

御指摘を踏まえて記載内容を修正。（P35） 

4 「４．３．４戦略４」における（4）新たな産業

等を創出する土地利用の推進の図の事業

候補地とは、どこでオーソライズされたもの

か。都市マスタープランとして、ややピンポ

イントで位置づけすぎではないかと思いま

す。 

御指摘を踏まえて、該当の図（P43）からは事業

候補地を削除することとし、P22 に参考として、

企業誘致基本方針による事業候補地の図を掲

載。 

5 「５．４連携・協働による都市づくりの方針」

における「移動や公共交通に対する市民

意識の醸成」の醸成という文言が適切でな

く、もっとわかりやすい文言を検討してみて

は。 

 

御指摘を踏まえて、わかりやすいように箇条書

きから文章に変更し表現を修正。（P40、55、56） 

「５．４連携・協働による都市づくりの方針」の記

載内容については、パブリック・コメント時にお

いて、各方針の中での記載に修正するととも

に、「第 7 章都市づくりの推進体制の充実」に

記載。 

6 ニュータウンのオールドタウン化の課題に

対して、管理や環境維持の段階は過ぎま

した。更新、再開発、再整備、リノベーショ

ン・・・適切な言葉を探してください。 

御指摘を踏まえて、計画全体として、再開発（6

ヶ所）、再整備（8 ヶ所）、リノベーション（1 ヶ所）

という言葉を文章修正とともに追加。 
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No. 意見内容（要旨） 対応方針 

1 「２．１基本理念」について、まちとくらしで

分けているが、この分類に独立性がなく、

ヒエラルキー（階層）について違和感があ

る。 

理念の部分は大切に言葉を選んだ方が

いい。 

基本理念は、総合計画の基本構想を引き継ぐ

ものとしておりますが、基本構想は市議会の議

決を得て確定しているため、本案といたします。

（P7） 

2 「２．２将来都市像」を端的に表現するキ

ャッチコピーを設定し、市民や関係者が

同じ言葉でまちの未来を語れるようにす

べき。 

都市づくりの基本理念と将来像については、総

合計画での位置づけを継承することとしている

ため、このタイミングでの新たな設定は難しいも

のと考えておりますが、御意見は次回に向けた

課題とさせていただきます。なお、白井駅・西白

井駅については、それぞれの駅について将来

像も含めたビジョンの策定を進めており、御意

見にある目的も含んでいます。 

3 誘致エリアと検討エリアという表現がある

が、誘致エリアという表現は、かなり積極

的と捉えられる可能性があるので誤解さ

れないように気を付けた方が良い。 

（企業誘致基本方針や総合計画は任意

計画であるが、都市マスタープランは法

定計画である。） 

都市マスタープランから誘致エリアという表現を

削除しました。（P22） 

4 
「４戦略プラン」について戦略３の方針の

２行目、「また、小さくても様々な交流が

生まれる場を市域内に散りばめ」という表

現は「市内各所に設置をして」という書き

方に変えたほうがいいのでは。 

御指摘のとおり修正しました。（P40） 

5 「５．１土地利用の方針」について、白井

駅周辺はにぎわい交流検討地区となっ

ているが、風の強いときは非常に危険な

場所となる。 

このような関係をどのように検討していく

のか。 

白井駅周辺の街区の再編や施設の適切な誘

導について検討という表現は記載しますが、強

風をコントロールする具体的な方策までは都市

マスタープランには記載できません。なお、現

在、白井駅前のビジョンの策定を進めてり、今

後、具体的な土地利用が検討される際には、周

辺環境等も考慮するものと考えています。

（P53） 

6 「５．１土地利用方針」における公益的施

設誘導地区という名称がよくわからない。 

御指摘を踏まえて、土地利用方針の名称変更

及び新たな地区設定追加。 

・公益的施設誘導地区⇒拠点複合地区 

・商業物流地区⇒沿道商業・物流地区 

・自然環境と産業の共生検討地区（新） 

・構想道路沿道検討地区（新） 

（P49～54） 
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7 「５．１土地利用方針」には企業誘致基本

方針の J 地区が反映されていないが、企

業誘致の見込みがあるのであれば、明記

した方がいいのではないか。 

新たに「自然環境と産業の共生検討地区」とし

て位置づけ、明記しました。（P54） 

8 駅前マンションの位置づけについて 

都市マスに落とし込める表現として３点提

案。 

・土地利用方針：「駅前エリアは商業・業

務・交流機能と住宅が複合するゾーンと

して整備する」 

・まちの骨格方針：「駅前の建物配置は

低層部に商業・交流・オープンスペース

を配置し、歩行者回遊性を重視した空間

とする」 

・居住誘導方針：「上層部を住宅とする複

合型建築を推進し、多世代共生の住まい

方を誘導する」 

土地利用の方針において、白井駅や西白井駅

周辺いずれについても住宅と商業などの複合

化について記載しました。（P53） 

建物の配置等、具体的な整備については、都

市マスタープランには記載は難しいものの、現

在策定を進めている駅周辺ビジョンに基づき、

今後検討を進めていくものと考えています。 

 

9 「５．３都市環境の形成方針」について、

ニュータウンのオールドタウン化の対策に

ついて、もう少し深掘りして検討したがよ

い。 

また、記述が簡潔すぎるので、箇条書き

だけでなく、もう少し具体的に記載した方

がよい。 

分野別の基本方針全体を通して、箇条書きから

文章にするとともに、市街化区域内の低層住宅

と集合住宅に分けて記載し、市民にも伝わるよ

う具体的な内容に修正しました。（P63） 

10 「６．地区別の基本方針」において地区の

区分は概ね小学校を基本にとの説明書

きになっているが、小学校区と一致させ

ないのか。他のコミュニティ単位など設定

方法はないのか。地区設定に違和感が

ある。 

市のまちづくりが小学校区を基本単位としてい

ることを踏まえ、最小単位として小学校区を設

定しています。その中でも、生活圏やニュータウ

ン開発として一体的に整備された歴史的なつな

がりがあること、土地区画整理事業を行った区

域が 2 つの小学校区にまたがることなども踏ま

え、一部の小学校区を同一地区に設定してい

ます。（P69） 

11 「６地区別の基本方針」の各地区の重点

方針について、表にまとめて記載はある

が、総括して、どういった地区を目指して

いるかというのが、これを見ただけでは分

かりづらいので、補足説明を加えるなど

考えていただいたほうがいい。 

第 1 地区から第６地区まで、すべの地区の重点

方針について、文章による記載を追加しまし

た。（P72、76、80、84、88、92） 

12 「６．３第 3 地区の都市づくりの重点方

針」における冨士地区の生活道路や下

水をどうするのか、生活道路ができてい

ないと下水も入れられないから、住環境

の改善などと一括して書くのではなく、可

能であれば、生活道路体系の整備誘導

のような書き方で書き加えていただけれ

ば。 

第３地区の重点方針として、生活道路の整備に

関する文章を追加しました。（P80） 
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13 企業誘致というと、データセンターや工場

が来るのではないかという印象が強い

が、白井市としては、農地の企業化という

ことも考えているので、総合計画への意

見書には、農・商・工における企業用地と

入れてくださいとお願いした。 

商業や農業、あらゆる分野の産業振興だ

という意味で総合計画と調整してほしい。 

白井市産業振興ビジョンでは、農業・商業・工

業・観光の視点で分野別ビジョンと基本方針

を、これに基づく企業誘致基本方針を定めてい

ます。土地利用においても、農地の企業化を排

除する記載としておりません。 

14 農地集積と法人参入を促す方針の明文

化をしては。 

都市マスタープランにおいては、農地の保全・

利活用も方針として記載しております。具体的

な手法については、個別計画である産業振興

ビジョンでの取り扱いとなるものと考えます。 

15 都市も年を取る。出来たての白井市では

ない。今から再開発して、再整備して、長

寿命化していかなければいけない段階に

入った白井市だということを、全体にもう

少し明確にしながら、どこかに打ち出され

ていてもいいのではないか。 

「戦略１住みやすい都市づくり」（P36）の方針に

追記するとともに、「３都市環境の形成方針」

（P63）においても記載を加えました。 

16 立地適正化計画についても記述すべき。 本市の都市づくりは、立地適正化計画の趣旨と

方向を同じくするものと考えおり、現時点では立

地適正化計画を策定する予定はありませんが、

今後必要に応じて検討します。なお、参考とし

て、「コンパクト・プラス・ネットワーク型のまちづ

くり」を記載しました。（P98） 

17 KPI とモニタンリグ（中間評価）をしては。 都市マスタープランは、20 年先の都市計画の

方向性を定める役割を担う方針であり、KPI や

モニタリングといった評価については、総合計

画実施計画や個別計画での取り扱いになるも

のと考えます。 

18 短期・中期・長期で重点テーマを整理し

ては。 

都市マスタープランは、20 年先の都市計画の

方向性を定める役割を担う方針であり、計画期

間を区切って重点的または優先的に取り扱う事

業については、総合計画実施計画や個別計画

で定めていくものと考えます。 

19 素案は真面目で網羅的だが、読み手が

ワクワクする力に欠けている。 

・将来像をイラストやマップで示し、市民

が空間的に理解できるようにする 

・「今→10 年後→20 年後」のストーリーを

図解で提示する 

・各章にキャッチコピーを繰り返し入れ、

市民にキーワードを刷り込む 

・写真や CG を活用し、現在と未来の姿

を対比させる 

写真やイラストについては反映予定（準備中）。

その他、製本した際の背景等については、可能

な範囲での対応を検討します。 
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20 本来であれば、内部的にシティープロモ

ーションを先に固め、そのブランドに沿っ

て総合計画や都市マスを設計するのが

理想であった。 

都市マスとしてもキャッチコピーを設定

し、将来像の一貫性を示すことが不可

欠。 

計画策定の手順にかかる御提案は、次回各計

画の見直しの際の参考とさせていただきます。 

なお、白井駅・西白井駅については、それぞれ

の駅について将来像も含めたビジョンの策定を

進めておりますが、総合計画や都市マスタープ

ランと整合性を図るものとして進めています。 

21 箇条書きが多く、具体的な内容がわかり

づらい。 

全体的に箇条書きから文章による説明に変更

しました。 

22 用語集、データ出典一覧の整備。 用語集は巻末に掲載します（準備中）。 

データ出典は各図下に掲載します。 

23 基準年、年月日の表記が統一されてい

ない。 

和暦（西暦）の表記で統一します。 
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No. 意見内容（要旨） 対応方針 

1 第 1 章３の「これまでのまちづくりの変遷」の

中に，景観のことも記載しはどうか。 

これまでのまちづくりの変遷において、江戸時

代までの白井市について、景観の観点から記

載を追加（P3） 

2 「第３章 都市づくりの前提とする特性と課

題」においても，自然環境の項目を新設し

て，多様な生物が存在することを説明しては

いかがでしょうか。 

第３章に「６ 自然環境」を追加し、里山に関

する文章及び図表を追加（P32～33） 

3 環境保全に関する意見として、下記キーワ

ードによる意見複数 

【ネイチャーポジティブ】 

日本語で「自然再興」と訳され、人間活動

による自然の損失を食い止め、2030 年まで

に回復軌道に乗せ、2050 年までに完全に

回復させるという、世界共通の目標・行動 

【生物多様性】 

地球上に存在する多様な生き物（種）とそ

の多様な生息環境（生態系）、そして同じ種

内にある遺伝子の多様性、これらすべてが

互いにつながり合い、豊かな生態系を形作

っていること全体を指す 

【グリーンインフラ】 

自然環境が持つ多様な機能（雨水管理、

気温上昇抑制、生態系保全など）を、公園、

緑地、多自然川づくり、透水性舗装、ビオト

ープなどの形で社会基盤整備や土地利用

に活用し、防災・減災、都市の魅力向上、持

続可能な地域づくりを進める取り組み 

【ミティゲーションヒエラルキー】 

開発プロジェクトが生物多様性や生態系

に与える悪影響を、「回避→最小化→復元

→代替措置」という優先順位で段階的に保

全・管理していくための考え方や手法 

環境保全に関する記載の追加や修正 

・戦略 2 みどりが包む都市づくり（P38） 

・河川・上下水道等の整備方針（P60） 

・樹林地・谷津（谷津田）、里山などの緑地

（P64） 

・第 2 地区の【特徴的資源】（P75） 

・第 6 地区の【土地利用】（P90） 

・第 6 地区の【特徴的資源】（P91） 

 

4 谷田地区の里山（草原、森林、湿地等）の保

全に関する意見複数 

谷田地区の里山に関する記載の追加や修正 

・樹林地・谷津（谷津田）、里山などの緑地

（P62） 

・第 6 地区の【土地利用】（P90） 

・第 6 地区の【特徴的資源】（P91） 
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No. 修正内容の概要【時期】 

1 素案から案へ修正（表紙）【今回】 

2 第３章「３ 公共施設等」に関する図の時点更新（P23～24）【今回】 

3 第３章「４ 交通・移動」に関する図の時点更新（P25～26）【今回】 

4 第３章「５ 減災・防災・防犯」に関する図の追加（P29）【パブリック・コメント時記載済】 

5 第４章「戦略プラン」に SDGｓに関する記載追加（P35～47）【今回】 

6 第４章「戦略プラン」の戦略４に市街化区域内の農地の保全に係る記載を追加（P42）【パブリ

ック・コメント時記載済】 

6 図中の公共空間の利活用が指し示す施設名を追記（P47）【パブリック・コメント時記載済】 

7 土地利用方針図の区域・凡例の修正（P54）【今回】 

8 道路ネットワークの整備方針図に県道白井流山線の追加（P57⑥）【今回】 

9 公園・緑地の整備方針図の差し替え（P59）【パブリック・コメント時記載済】 

10 第１～６地区の図・凡例の修正（地区名称の並びの整理、色塗り）（P73、77、81、85、89、93） 

その他、文言の整理など趣旨を変えない範囲での修正を行っている箇所があります。 



 

 

 

 

 

 

 



白井市都市マスタープランの主な変更点について 

1 

 

改定版 現行版 

（１）位置づけ（P1） 

 

（２）役割 

位置づけ及び役割（P7） 

 

 

 

 

【議案第２号】資料 3 



白井市都市マスタープランの主な変更点について 

2 

 

改定版 現行版 

基本理念（P7）※総合計画より継承 

 

基本理念（P13） 

 

【議案第２号】資料 3 



白井市都市マスタープランの主な変更点について 

3 

 

改定版 現行版 

将来像（P8）※総合計画より継承 

 

将来像（P14） 

 

【議案第２号】資料 3 



白井市都市マスタープランの主な変更点について 

4 

 

改定版 現行版 

将来人口（P９）※総合計画より継承 

 

※目標人口 将来にわたって６０，０００人を維持 

将来人口（P15） 

 

 

 

 

 

 

※目標人口 令和７年６５，５００人 
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白井市都市マスタープランの主な変更点について 

5 

 

改定版 現行版 

将来都市構造（P11）※総合計画より継承 

 

将来都市構造図（P17） 

 

  



白井市都市マスタープランの主な変更点について 

6 

 

改定版 現行版 

（参考資料）白井市企業誘致基本方針（P22） 

 

なし 

  



白井市都市マスタープランの主な変更点について 

7 

 

改定版 現行版 

戦略プラン（P35） 

 

 

※戦略プラン ６つ 

 

都市づくりの戦略プラン（P19） 

 

※戦略プラン ３つ 

  



白井市都市マスタープランの主な変更点について 

8 

 

改定版 現行版 

戦略１．住みやすい都市づくりの取組方針図（P37） 

 

 

 

戦略プラン１ 暮らしやすい都市づくり（P20） 

※図なし 

  



白井市都市マスタープランの主な変更点について 

9 

 

改定版 現行版 

戦略２．みどりが包む都市づくりの取組方針図（P39） 

 

 

 

戦略プラン２ 緑が包む都市づくり（P22） 

※図なし 

  



白井市都市マスタープランの主な変更点について 

10 

 

改定版 現行版 

戦略３．拠点がつながる都市づくりの取組方針図（P41） 

 

 

 

戦略プラン３ 拠点がつながる都市づくり（P24） 

※図なし 

  



白井市都市マスタープランの主な変更点について 

11 

 

改定版 現行版 

戦略４．産業を支える都市づくりの取組方針図（P43） 

 

 

 

なし 

  



白井市都市マスタープランの主な変更点について 

12 

 

改定版 現行版 

戦略５．災害に強い都市づくりの取組方針図（P45） 

 

 

 

なし 

  



白井市都市マスタープランの主な変更点について 

13 

 

改定版 現行版 

戦略６．多様な主体の連携・協働による都市づくりの取組方針図

（P47） 

 

 

なし 

  



白井市都市マスタープランの主な変更点について 

14 

 

改定版 現行版 

土地利用方針図（P54） 

 

土地利用方針図（P30） 

 



白井市都市マスタープランの主な変更点について 

15 

 

改定版 現行版 

土地利用の方針（P49 ） 

地区名称及び構成の変更（塗りつぶしは同一文言で継承） 

 
（１）市街地ゾーン（住居系中心） 

 ①低層住宅地区 

 ②中高層住宅地区 

 ③一般住宅地区 

 

（２）市街地ゾーン（産業系中心） 

 ①商業業務地区（西白井駅周辺を除く） 

 ②工業・物流地区 

 

（３）地域の魅力活用エリア 

 ①緑農住共生地区 

 ②低密度住宅地区 

 ③拠点複合地区 

 ④沿道商業・物流地区 

 ⑤産業融合検討地区 

 ⑥IC 周辺検討地区 

 ⑦構想道路沿道検討地区 

 ⑧自然環境と産業の共生検討地区 

 

（４）中心都市拠点・生活拠点 

 ①にぎわい交流検討地区（白井駅周辺） 

 ②商業業務地区（西白井駅周辺） 

 ③行政・福祉・医療地区（白井市役所周辺） 

土地利用の方針（P26 ） 

  

 
A 市街地ゾーン［住居系市街地］ 

 ●低層住宅地区 

 ●中高層住宅地区 

 ●一般住宅地区 

 

A 市街地ゾーン［商業・業務系市街地］ 

 ●商業業務地区 

 ●近隣商業地区 

 ●行政・福祉・医療地区 

 

A 市街地ゾーン［産業系市街地］ 

 ●工業・物流地区 

 

A 市街地ゾーン［都市拠点市街地］ 

 ●中心都市拠点検討地区 

 

B 緑住ゾーン 

 ●住農共生地区 

 ●低密度住宅地区 

●公益的施設誘導地区 

●IC 周辺検討地区（緑住） 

 

C 緑農ゾーン 

 ●農住共生地区 

 ●IC 周辺検討地区（緑農） 



白井市都市マスタープランの主な変更点について 

16 

 

改定版 現行版 

分野別の基本方針（P49 以降） 

箇条書きから文章化へ 

（例） 

 

 

分野別の基本方針（P26 以降） 

 

 

  



白井市都市マスタープランの主な変更点について 

17 

 

改定版 現行版 

公園・緑地の整備方針（P59） 

 

公園・緑地の整備方針図（P35） 

 

  



白井市都市マスタープランの主な変更点について 

18 

 

改定版 現行版 

地区別の基本方針「地区の重点方針」の構成の変更（P69 以降） 

（例）第１地区 

 

（P46 以降） 



白井市都市マスタープランの主な変更点について 

19 

 

改定版 現行版 

第１地区の重点方針図（P73） 

 

第１地区 都市づくり重点方針図（P49） 

 

  



白井市都市マスタープランの主な変更点について 

20 

 

改定版 現行版 

第２地区の重点方針図（P77） 

 

第２地区 都市づくり重点方針図（P51） 

 

  



白井市都市マスタープランの主な変更点について 

21 

 

改定版 現行版 

第３地区の重点方針図（P81） 

 

第３地区 都市づくり重点方針図（P53） 

 

 



白井市都市マスタープランの主な変更点について 

22 

 

改定版 現行版 

第４地区の重点方針図（P85） 

 

第４地区 都市づくり重点方針図（P55） 

 

  



白井市都市マスタープランの主な変更点について 

23 

 

改定版 現行版 

第５地区の重点方針図（P89） 

 

第５地区 都市づくり重点方針図（P57） 

 

 



白井市都市マスタープランの主な変更点について 

24 

 

改定版 現行版 

第６地区の重点方針図（P93） 

 

第６地区 都市づくり重点方針図（P59） 

 


